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国立研究開発法人

物質・材料研究機構

防災科学技術研究所

量子科学技術研究開発機構
※原子力規制委員会と共管

科学技術振興機構

理化学研究所

宇宙航空研究開発機構
※内閣府、総務省、経済産業省と共管

海洋研究開発機構

日本原子力研究開発機構
※経済産業省、原子力規制委員会と共管

文部科学省所管独立行政法人等の中（長）期目標期間表

見込評価、中目・中計見直し 期間実績評価 中間評価

第３期中長期目標期間 第４期中長期目標期間 第５期中長期目標期間
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本日の研発審における_
主な審議事項：

（議題２）
JSTの現行中長期目標の変更

（議題３）
JST、JAEAの次期中長期目標の策定

yuka-mabuchi
テキスト ボックス
資料１本日の議事について



【独立行政法人評価制度委員会】
（＋ 総合科学技術・イノベーション会議＜特定研発のみ＞）

中長期目標中長期目標
策定（変更）

年
度
評
価

意見

見込み評価見込み評価
業務・組織の見直し

PDCAサイクル

（最終年度）

中
間
評
価

年
度
評
価

【主務大臣】
期間実績評価期間実績評価

【
総
務
大
臣
】

国立研究開発法人評価の仕組み

意見

【国立研究開発法人審議会】
→各法人の事項を審議する部会

助言

通知

助言

諮問

助言
助言

【国立研究開発法人】
中長期計画 → 年度計画 → 評価結果の反映・改善 → 反映状況の公表

作成
（変更）
指示

認可
申請

認可
評価結果

業務・組織の見直し

（赤文字の手続きの際には財務省協議が必要）

（目標期間終了後）

各評価にあたっての
自己評価の提出

【各法人】
・自己評価の作成

【各法人毎の部会】
・主務大臣評価案の審議

【研発審】
・主務大臣評価案の審議
・法人横断的な指摘の抽出

【文科省】
・主務大臣評価案の作成

各評価（※）の実施体制

助
言

（※）
・年度評価、見込み評価、期間実績評価
・中間評価
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改正独法通則法（平成27年4月施行）に基づき、文部科学省に国立研究開発法人審議会を設置。

国立研究開発法人審議会の下に、文部科学省が所管する８つの国立研究開発法人に関する事項を審議する部会をそれ
ぞれ設置。

国立研究開発法人審議会は、国立研究開発法人に関して、（１）中長期目標の策定等、（２）業務実績の評価、
（３）組織・業務全般の見直しに当たって、科学的知見等に即して主務大臣に助言。

外国人委員も含め、国際水準も踏まえた審議体制を構築。

日本原子力研究開発機構部会

国
立
研
究
開
発
法
人
審
議
会

理化学研究所部会

防災科学技術研究所部会

宇宙航空研究開発機構部会

物質・材料研究機構部会

量子科学技術研究開発機構部会

科学技術振興機構部会

海洋研究開発機構部会

国立研究開発法人審議会の構成

中長期目標の
策定

中長期計画の
認可

組
織
・
業
務

全
般
の
見
直
し

目標・評価のサイクル

（業務実績の評価）
①年度評価
②中長期目標期間終了見込み評価
③中長期目標期間（５～７年）の評価
④中間評価 ※理事長が目標期間中に退任する場合のみ

国立研究開発法人審議会
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